
  

 

（１）入居資格の有無の確認  

次の手順により確認してください。 

 

 

５ページをご覧ください 

 

 

        ５ページをご覧ください 

 

 

 

 

 

募集状況一覧表でご確認ください 

 

 

 

５ページをご覧ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※裁量世帯とは         

高齢者世帯、障害者の人など 

がおられる世帯のことです。 

→詳細は「裁量世帯について」 

 

同居（しようと）  

する親族がいる  

単身入居の資格要件  

を満たしている  

単身入居が可能な住  

宅を募集している  

住宅に困窮している  

（持家がないなど）  

月収額を計算してください  

「市営住宅募集のご案内②」（月収額の計算

方法）を参考に入居しようとする人全員の

月収額を計算し、その合計額が、  

１ ５万 ８千 円

以下である  

２ １万 ４千 円

以下である  

※裁量世帯に

該当する  

いいえ  申込みできません 

いいえ  申込みできません 

いいえ  申込みできません 

申込みできません いいえ  

申込みできません いいえ  

いいえ  

申込みできます 

は い  

は  い  

は い  

は い  

は い  

は  い  

いいえ  

１．市営住宅に入居するまでの手順  

 

は い  

※改良住宅については、

収入要件が月収 114,000

円以下（裁量世帯は月収

139,000 円以下）となり

ます。  

 



  

（２）申込みから入居まで  

 

○ 申込みは、１回の募集において１世帯につ 

き１通に限ります。            

○ 指定の申込書をご使用ください。     

○ 郵送される場合は募集月の２０日から月末 

 までの郵便局の消印があるものが有効です。 

（注） 申込み締切日に投函される場合、時間 

帯により翌日以降の消印となる場合があ 

りますので、特にご注意ください。   

 

 

○ 申込書の記載状況を確認します。     

（注） 申込書に書きもれがあるものや、切手 

が貼られていないものなど申込書に不備 

がある場合は受付ができませんのでご注 

意ください。             

 

 

○ 申込書に付いているハガキを使用して抽選 

番号をお知らせします。          

 

 

 

○ 出席する必要はありません。          

○ 希望される人は、抽選会を見学することが 

できます。                

○ 「仮当選者」及び仮当選者が失格した場合 

に備えて「補欠者」も選出します。     

 

 

 

 

○ 申込書に付いているハガキを使用して抽選 

 結果をお知らせします。          

この時点では、あくまでも仮当選です。   

 

 

 

○ 仮当選された人を対象に、入居資格審査 

を行いますので、必要書類と提出期限等を  

お知らせします。            

 

 

 

申込書の提出 

 

募集月の２０日から月末

までにアジアＪＶへ提出

又は郵送してください。  

申込書の受付 

抽選番号のお知らせ 

公開抽選会 

 

公開抽選会の日時、場所等

については、別紙「募集状況

一覧表」をご覧ください。 

入居資格審査のご案内 

落選通知 仮当選者  

抽選結果のお知らせ 

 



  

 

 

 

 

○ 入居資格を審査するため、指定された期間 

に必要書類をアジアＪＶまでご持参下さい 

                

 

 

 

 

○ 提出いただいた書類で確認できないときは、 

さらに書類の提出をお願いします。      

 

 

 

○ 提出いただいた書類を確認するため、必要 

に応じて実態調査を行うことがあります。  

 

 

 

 

○ 入居資格がない人又は入居資格が確認でき 

ない人は失格となり、市営住宅に入居できま 

せん。                  

○ 仮当選者が失格した場合、補欠者の資格 

審査を行います。            

○ 合格すると、入居決定となります。   

 

（入居決定）                     

○ 入居手続きに必要な書類を提出していた 

だきます。（入居決定後 10 日以内に）  

   ※連帯保証人が必要です。     

※敷金は、家賃の３ヶ月分です。    

 

 

 

○ 入居手続きを完了された人に鍵をお渡し 

します。                

 

 

                ○ 入居手続き完了後すみやかに入居

                 （引越し）をお願いします。   

  

 

入居資格審査 

追加書類の請求 

実態調査  

合格 失格 

補欠者の入居 

資格審査 

入居手続き  

鍵  渡  し  

入    居  

 


